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○ 毎月勤労統計調査については、
・ ローテーションサンプリングの導入（平成30年１月）
・ 東京都の500人以上事業所の全数調査の実施（令和元年６月）
・ 再集計を行うことができなかった平成16～23年の結果について、「時系列比較のための推計値」を作成して公表（令
和２年８月）
・調査計画のとおりとなるよう、調査対象事業所数を増加（令和３年１月及び令和４年１月（予定））
などの見直しを進めてきたところ。
○ 一方、毎月勤労統計調査については、引き続き課題もあるため、
・ 速やかに見直すべき事項については、見直しを進めながら、
・ 技術的な検討が必要な事項等については、本ワーキンググループにおいて、検討を行う。
（令和３年4月22日 第163回統計委員会に報告）

毎月勤労統計調査の見直しについて

（１）毎月勤労統計調査規則の改正（令和３年７月１日施行）
① 全国調査・地方調査におけるオンライン調査利用希望届の廃止
・ オンライン調査を実施するためには、事業主があらかじめ厚生労働大臣に届け出ることが必要であったが、届出を行わなくてもオンラ
イン調査を行うことを可能とする。

② 特別調査における新型コロナウイルス感染症への対応
・ 新型コロナウイルス感染症等の天災事変その他のやむを得ない理由のために調査員調査が困難である場合は、郵送又はオンライ
ンによる回答を可能とする。

（２）毎月勤労統計調査の変更について（令和３年６月30日に統計委員会に諮問）
① 東京都への調査の移管に伴う調査系統の変更
・ 東京都の常用労働者数500人以上規模の事業所のうち、令和元年６月から国が直轄で調査していた事業所について、令和４
年１月から東京都が調査を実施

② 特別調査の公表の期日の変更
・ 特別調査の公表の期日を１か月繰り下げ、調査実施翌年１月末に変更

③ 調査票情報の保存期間及び保存責任者の変更
・ 地方調査における「調査票の内容を記録した電磁的記録媒体」を厚生労働省において永年保存すること等に変更

④ 調査計画の記載の詳細化 等

毎月勤労統計調査の見直しの状況



令和３年 令和４年 令和５年

以降
１～３月 ４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 ４～６月 ７月～

【見直し予定】

【検討会の予定】

ベンチマーク更新（令和４年１月分調査）の
方法を中心に検討

★
部分入替え実施
（不足事業所の
一部解消）

★
特別調査の調
査方法見直し
（感染症対
応）

【主な予定】

★
オンライン調
査の拡充（事
業所の申請を
不要とする）

★
部分入替え実施
（不足事業所の
完全解消）

検討会
設置手続

★
令和４年1月分
調査結果の公表
（検討会の検討
結果を反映）

★
小規模事業所
勤労統計調査
の結果公表

★
中間取りまとめ
→統計委員会に

報告

更なる課題を検討

・母集団労働者数の推計方法
・標本設計の見直し など

★
（国直轄調
査の東京都
への移管）

★
調査計画の
見直し（国
直轄調査の
東京都への
移管等）

★
特別調査実施
（８～９月）

統計委員会で審議又は報告

★
必要に応じて、
第Ⅳ期基本計画
に反映

【その他】

汎用性が高く 、 容易に改修等ができる
システムへの移行

移行方針の検討、
移行準備

現行システム（COBOLプログラム）による処理

新システムの稼働確認（現行システムと並行稼働）
【※令和４年１２月分調査まで】

本格
稼働

「毎月勤労統計調査の改善に関するワーキンググループ」の進め方について

○ 毎月勤労統計調査の改善のために、まずは、令和４年１月分調査において行うベンチマーク更新の手法の検討を行い、その後、統
計委員会等で指摘されている課題等について、順次検討を行っていくこととしたい。
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◎ 毎月勤労統計調査における今後のスケジュール （令和３年４月22日 第163回統計委員会資料を一部修正）

※必要に応じてWGを延長



3

（参考）毎月勤労統計調査に関する主な課題
（統計委員会における主な指摘事項）
○ 地方調査の標本も合わせて全国調査の結果を推計する方がよいのではないか。
○ 全数調査としている500人以上規模事業所について、例えば、1,000人以上規模事業
所と500～999人規模事業所では大きな差がある可能性があるので全数調査とする必要
性があるかどうか検討してはどうか。

○ ベンチマーク更新の際に生じる産業構成の変化などの影響により雇用の前年比がで
きるだけゆがまない形での計算方法等を検討してはどうか。
○ サンプル入替えやベンチマーク更新に関する情報開示をしていただきたい。
○ 母集団労働者数の推計における雇用保険データによる補正の適合度合い（0.5）につ
いて検証してはどうか。
※ 雇用保険データによる補正については、資料１の７頁を参照

○ 回収率を考慮した推計方法を検討してはどうか。
○ データベース機能で提供するなど、利用者が使いやすい形で公表してほしい。
○ 調査員への依存度の少ない、安定的に調査が実施できる方法を検討してはどうか。
○ 企業にとって負担のない形で情報が集まる仕組みを考えるべきではないか。

○ ユーザにわかりやすい公表方法や、数値に訂正が生じた場合の通知の仕方について
検討いただきたい。

※ 上記以外の課題として、
・ 標本設計の見直し（上記指摘の500人以上規模も含めたサンプルサイズの見直し等）
・ 季節調整手法の見直し（現在は、X-12-ARIMAのうち、「X-11 デフォルト」というオプションを用いているが、オプ
ションの変更等の検討）
について、検討することが考えられる。

※ 共通事業所の集計値については、「毎月勤労統計の「共通事業所」の賃金の実質化をめぐる論点に係る検討
会」において、制度が平準化し、安定的な分析ができる時点で、改めて検討を行うべきとされている。


